
ー
オ
ホ
タ
ハ

上
・
二
筒
・本
江
・締
比
の
八
庄
と
す
る
が
信
じ
錐
い
。

一
扶
0
祭
と
稿
す
る
は
、
も
と
仙
地
方
に
於
け
る
尻
机

三
ケ

・入
ケ
な
ど
い
ふ
も
の
は
日
に
村
敏
で
あ
白
、

一
b
向
山
と
類
を
向
じ
〈
す
る
か
ら
で
あ
ら
う
。

利
家
の
印
古
に
八
ケ
内
道
下
之
内
引
姓
巾
と
記
し
た

一

ヲ
ズ
ノ
ヤ
シ
ユ
ウ
惑
の
屋
集
一
一
一
一
加
。
羽
咋
郡

も
の
も
あ
る
か
ら
、
金
川
包
記
が
謀
っ
て
民
る
こ
と

一
一
柿
代
制
枇
の
跡
肢
で
あ
っ
た
水
野
三
春
の
歌
集
で
、

が
わ
か
る
。

一
一仰
の
屈
は
執
者
の
訪
日
出
の
各
で
あ
る
。

・9
シ
ヒ
z
h
y
リ

侮
比
御
厨

邸
主
仰
に
在
っ
た
。

一

ク
ズ
バ
ウ
キ
葛
篇

二
加
。
金
制
仰
の
例
入
餐
水

利
臥
品
目
に
、『
櫛
比
御
山
刷
。
内
宮
。
上
分
布
引
段
、
口

一
編
、
一
省
材
崎
市
量
水
縫
句
集
。
ぷ
氷
一一
一
年
大
部
背
械

入
五
十
段
、
八
十
則
。
』
と
あ
っ
て
、
伊
勢
川
町
大
榊
宮

一
が
師
風
の
下
肢
か
ら
得
た
自
仮
本
を
、
森
凶
出
。
次
が

の
御
街
で
あ
る
。
惣
待
寺
文
部
元
弘
三
年
九
月
能
精

一
説
党
け
て
監
理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
秋
各
の
句
は

凶
怖
比
御
脳
内
惣
待
寺
獄
事
制
紛
の
も
の
に
『
問
御

一
依
世
矢
は
れ
て
尉
る
。
袈
水
の
作
勾
中
明
和
元
年
頃

凶
内
和
凶
村
地
洲
一
苫
々
』
、川
町
他
凶
年
後
四
月
十
六
日

一
ま
で
の
も
の
が
集
め
ら
れ
て
知
る
や
う
だ
。

山
市
附
似
に

『
能
官
同
世
間
比
御
山
削
二
筒
村
術
家
一
苫
々
。
』
一

タ
ス
ベ
ヤ
キ
ン
ゴ
ロ
ウ
術
部
屋
金
五
郎

稀

は

正
平
七
年
正
且
十
一
日
前
右
兵
衛
情
刊
件
に

『
能
常

一
一眠
、一
子
は
子
春
、
慨
は
芸
円
4
0
(
久
の
前
は
定
氏
、
民

凶
術
防
御
附
之
内
惣
持
寺
蚊
地
郡
一苫
々
。
』
ム
日
日
治
三
年

一
主
川
町
民
で
あ
っ
た
o
金
五
郎
制
強
把
料
敏
、
金
抑

J
t
二
且
十
一
日
共
限
加
悦
的
利
叫
に

『
能
官
同
指
比

一
町
台
所
の
誌
と
な
り
‘
話
て
局
内
の
節
目
同
数
百
巻
を

御
凶
庄
尼
窓
腕
知
行
分
内
保
村
』
な
ど
ミ
あ
る
に
よ

一
出
迎
L
て
僚
皆
川
に
似
に
し
た
。
町
台
所
絞
目
が
そ
れ

っ
て
、
こ
の
御
一
蹴
が
邸
飽
附
に
瓦
つ
て
ゐ
た
こ
と
が

一
で
あ
る
。
文
討
を
能
く
し
て
除
法
に
建

L
た
。
文
政

知
ら
れ
る
。
父
上
犯
の
内
に
櫛
比
例
山
間
二

m
Nと
あ

一
三
年
九
月

H
九
日
六
十
一
般
で
波
し
、
田町
凶
山
に
山
げ

る
は
、
利
川
と
内
保
と
の
こ
と
で
あ
ら

7
0

↓
。
、
制
山
陽
が
仰
IXを
円
い
た
o
そ
の
杭
に
加
到
古

ヲ
シ
ヒ
ム
ラ

櫛
比
村

腿
山
川
久
山騨
加
夫
郡
阿

一
跡
よ

J

八
容
が
あ
る
。

民
加
芯
比
市
制
枇
所

J

械
の
抱
氷
J
i
六
年
十
月

H
八
日

一

ク
ス
ξ
モ
リ
カ
ゲ

久
隅
守
長

週
明
桝
牢
兵
術
、

の
榔
札
に
、臥
h
M
一会
問
櫛
比
村
と
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
江
戸
の
前
人
で
、
探
闘
の
門
に
出
で
、

一
関
・師、下

後
附
こ
の

ωれ
は
な
い
。
沼
ら
く
は
陥
比
庄
某
村
の

一
節
・帳
。
縦
婿
と
も
脱
し
た
。
金
仰
に
来
b
止
る
こ
と

烈
脱
で
あ
ら
う
。

一
六
年
、
多
く
滞
隠
今
枝
・小
師
二
氏
及
び
町
年
務
片

。
シ
ヤ
キ
愚
前
開
能
尖
掛
川
で
製
し
た
陶
然
。

一
附
政
共
術
の
家
に
m
h
た
。
こ
の
駅
は
明
附
の
頃
に
あ

そ
の
治
跡
に
脱
却
山
と
い
ふ
が
あ
る
。
江
抑
制
芯
稿

一
る
ら
し
い
。

に
、『
此
領
俗
端
に
て
引
甘
昔
陶
加
を
刷
出
す
。
山
総
と
い

一

グ
ゼ
イ
ジ
弘
警
寺

ふ
。
』
と
見
え
、
文
政
の
加
到
到
来
に
も
山
総
茶
腕
H
H

一
炉、宗市川
一献
に
邸
ず
る
。

を
峨
せ
る
。

h
y
ジ
リ
マ
ツ
リ
決
り
祭

羽

咋

都
八
怖
に
閉
山
箆

の
白
木
八
附
利
融
の
八
朔
祭
で
、
今
は
入
且
三
十
一

日
・九
且
一
日
に
行
は
れ
、
出
来
祭
と
も
い
ふ
。
附

近
諸
部
訴
の
利
興
が
套
具
し
て
渡
御
を
行
ふ
。
之
を

臥
一主
泌
大
町
に
在
っ
て
、

ヲ
セ
カ
ン
ノ
ン
ジ

救
世
鶴

一一音
寺

ゴ
ボ
ウ
ヤ
Y
キ
大
桑
御
坊
口
出
蚊
。

タ
セ
シ
ゲ
カ
h
F

久
世
霊
賢
泊
帯
平
助
。
沈
永

十

一日中
U
A
平
右
衛
門
の
配
分
知
百
五
十
石
を
問
問
ぎ
、

加
融
耐
度
に
L
て
三
百
七
十
石
に
実
っ
た
。
初
め
御

ク
シ
ー
ー
ク
タ

山
均
廻
組
に
斑

L
、
承
服
=
一
年
明
場
移
行
に
任
じ
、
延

判
H
}
九
年
定
番
御
番
頭
と
な
り
、
天
利
元
年
七
且
引
一

日
夜
し
た
。

h
y
セ
ノ
ブ
カ
h
F

久
世
宣
方

沼
群
舵
三
郎
平

助
。
宛
保
三
年
父
揃
四
郎
の
品
開
三
百
石
を
製
ぎ
、
弓

旧
内
の
建
4
H
を
以
て
知
ら
れ
、
剖
場
開
中
行
・
大
小
将
番

瑚
を
総
て
漸
〈
界
活

L
、
大
組
問
に
主
ふ
り
、
天
明
五

年
イ

一
且
二
百
石
を
加
へ
ら
れ
た
が
、
克
政
二
年
六

且
十
一
日
持
を
得
て
抗
ケ
山
に
流
刑
の
宣
告
を
受

け
、
十
五
人
技
待
を
得
、
十

一
且
出
授
、
三
年
三
且
十

三
日
記
厨
に
於
い
て
残

L
た
。
時
に
六
十
六
銭
。
そ

の
子
様
太
郎
も
亦
同
時
に
能
資
に
流
さ
れ
た
が
、
W
比

政
=
一
年
四
且
十
三
日
配
所
御
苑
と
な
っ
た
。

ク
セ
ヘ
イ
ス
ケ
久
世
平
助

前
山
利
家
に
仕
へ

て
四
一円三
十
四
石
を
領
L
、問
院長
十
周
年
波
。
そ
の

宗
家
の
子
路
は
相
制
緩
い
で
滞
に
仕
へ
る
。

ク
セ
マ
ヒ
歯
舞

室
町
時
代
に
加
賀
に
於
い
て

能
祭
の
舵
に
行
は
れ
た
時
に
泊
っ
て
、
一
而
に
は
向

硲
的
諮
た
る
山
原
の
砕
約
し
て
町
た
こ
と
は
、
天
文

日
記
天
文
入
年
六
且
三
日
の
係
及
び
間
十
年
出
且
十

一日
の
僚
に
、
hm叫
m
m大
夫
加
州
山
崎
彦
太
郎
が
大

坂
の
本
願
寺
に
詣
で
、
法
築
の
鮮
を
奏
せ
ん
こ
と
を

問
う
て
許
さ
れ
た
こ
と
あ
る
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

大
夫
の
氏
を
山
崎
と
い
う
た
の
は
、
そ
の
住
地
か
ら

取
っ
た
も
の
な
る
べ
く
、
彼
は
金
源
御
坊
附
近
の
人

で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
彦
太
郎
は
鍔
ひ
終
っ
て
食

際
を
饗
せ
ら
れ
た
。
こ
は
臼
時
の
本
願
寺
と
し
て
非

常
の
原
越
で
‘
天
文
日
記
中
に
能
大
夫
が
饗
騰
を
求

め
て
、
法
主
穏
如
に
担
割
問
せ
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

グ
ゼ
ン
町
田
綴

J
ム
ガ
ク
グ
ゼ
Y

無
限
瓜
創
o

h
y
ソ
モ
ノ
保
物

千
筋
そ
の
他
の
肥
料
を
い
ふ
。

保
物
は
耕
作
の
必
製
品
な
る
が
放
に
、
斑
文
元
年
二

且
干
鰯
の
他
領
綴
出
を
禁
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

制
は
宛
政
九
年
緩
和
せ
ら
れ
、
総
山間
の
千
一
筋
に
三
歩

一

牢
の
口
銭
を
課
し
た
が
、
平
和
二
年
抗
且
古
制
に
似

し
て
干
鰯
前
び
に
一
切
の
原
物
檎
削
を
禁
じ
‘
民
に

天
保
十
四
年
に
は
、
漁
民
の
利
を
採
っ
て
出
制
中
u
に

之
を
許
可
し
、
次
い
で
弘
化
元
年
に
禁
止
L
、
同
四

年
に
又
許
可
を
綬
て
倫
川
す
る
こ
と
を
得
と
定
め

た
。
文
刊
姓
が
尿
物
を
川
入
す
る
資
金
と
し
て
、
古

来
製
百

H
同
を
役
似
所
に
保
行
し
て
あ
り
、
何
年
三

且
榔
別
に
岱
附

L
、
十
一
周
に
返
上
せ
し
め
る
例
で

あ
っ
た
。

ク
ソ
モ
ノ
ガ
タ
ヌ
シ
ヅ
キ

尿
物
方
孟
付

滞
政

の
時
、肥
料
に
就
い
て
川
綻
段
有
す
る
臨
時
の
役
で
、

十
村
の
子
弟
に
分
役
を
巾
付
け
た
。

。
ダ
サ
レ
ア
シ
ガ
ル

被
下
足
軽

l
テ
ガ
ハ
リ

7

Y
ガ
ル
手
掛
口
定
例
。

h
y
h
F
ニ

九

谷

江

沼
地
奥
山
方
に
印
刷
す
る
部
孫
。

九
谷
焼
の
震
僻
地
で
あ
る
が
、
大
日
山
の
西
北
館
な

る
怨
凸
で
あ
る
。
笈
惣
紀
州
に
い
」
。

九
谷
村
の
向
、

市
，
谷

へ
行
〈
道
の
山
下
に
佐
保
才
次
郎
の
附
叫
が

あ
り
、
骨
担
割
の
跡
と
い
ふ
印
刷
か
ら
続
物
の
縦
片
を
多

〈
附
す
と
。
間
代
u
に
X
ζ
の
村
に
諮
問刷
新
助
の
日
跡

が
あ
る
が
、
新
助
は
こ
の
行
十
，
村
の
代
也
で
あ
っ

た
と
把
L
、
江
川
山
志
前
に
は
橋
聞
を
坂
東
に
作
っ
て

ゐ
る
。

h
y
h
F
ニ
キ
ン
ザ
ン
九
谷
金
山

江

m
m九
作
に

大
場
等
滞
の
金
山
が
あ
っ
た
。
淡
町
忠
紀
附
に

『
紅
悩

郡
九
谷
に
後
脱
が
金
制
の
跡
と
て
折
々
に
あ
り
、

-h

の
頃
大
胆
で
寺
町
よ
り
引
越
、
何
少
年
も
金
抑
制
し
た

る
こ
と
あ
り
と
い
ひ
体

へ
た
り
。』
と
犯
し
て
あ
0
、

正
保
・阿国安
・承
惚
・別
府
中
の
こ
と
L

忠
は
れ
る
。

こ
の
金
山
の
奉
行
は
抗
一
白
石
土
問
消
左
衛
門
、
山
鬼

麹
役
は
百
三
十
石
品
川
地
加
左
衛
門
・
百
一
泊
十
石
白
地

揃
八
郎
・百
十
石
山
路
河
川
兵
衛
、
山
間
民
自
は

百
出

二
五
七


